
准
ぜ
し
む

進
貢
謝
恩
等
の

事
の
為
に
す

符
文

注

*
こ
の
進
貢
に
つ
い
て
は

『明
実
録
』
嘉
靖
三
十
六
年
十
二
月
丙
申

の
条
に
記

事
が
あ
る
。
又
、
三
十
七
年
正
月
乙
亥

の
条

に
関
連
す
る
記
事
が
あ
る
。

(1
)
蔡
朝
用
 

一
五
二
八
‐
七
六
年
。
屋
良
通
事
親
雲
上
。
久
米
村
蔡
氏
(具

志
家
)
七
世
。
官
生
と
し
て
国
子
監
に
学
ん
で
後
、
渡
明
四
回
、
官
は

長
史
に
至
る

(『家
譜

(二
)』
二
九
七
頁
)
。

(2
)
梁
灼
 
生
没
年
不
詳
。
久
米
村
呉
江
梁
氏
(亀
嶋
家
)
。
渡
明
六
回
、
官

は
正
議
大
夫

に
至
る

(『家
譜

(
二
)』
七
五
八
頁
)。

1‐25-31

世
子
尚
元
の
、
進
貢
謝
恩
の
た
め
長
史
蔡
朝
器
等
を
遣
わ
す
符
文

(
一
五
五
七
、
二
、
九
)

琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
元
、
進
貢
、
謝
恩
等
の
事
の
為

に
す
。

今
、
特
に
正
議
大
夫
蔡
廷
会
を
遣
わ
し
、
長
史
蔡
朝
器
等
と
同
に
、
表
文

一
通
を
齎
捧
せ
し
む
。
本
国
の
小
船

一
隻
に
坐
駕
し
、
馬
六
匹

・
生
硫
黄

一

万
斤
を
装
載
し
、
京
に
赴
き
進
貢
し
、
仍
お
礼
部
に
赴
き
告
稟
し
て
進
収
せ

し
む
る
外
、
茲
の
諭
遣
を
承
く
れ
ば
、
途
に
在
り
て
遅
滞
し
て
便
な
ら
ざ
る

を
得
し
む
る
毋
れ
。
所
有

の
符
文
は
須
ら
く
出
給
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

今
開
す
 

赴
京
の

長
史

一
員
 
蔡
朝
器

使
者

一
員
 

尹
徳
美

通
事

一
員
 
鄭
祐
 
人
伴
十
七
名

存
留
在
船
使
者
二
員
 
愈
良
金
 
馬
散
路

存
留
在
船
通
事

一
員
 
陳
継
成

人
伴
六
名

国
王
世
子
附
搭
の
蘇
木
二
千
斤

嘉
靖
三
十
六
年

(
一
五
五
七
)
二
月
初
九
日

右
の
符
文
は
長
史
蔡
朝
器
・通
事
鄭
祐
等
に
付
し
、
此
れ
に
准
ぜ
し
む

進
貢
謝
恩
等
の

事
の
為
に
す

符
文

注

(1
)
愈
良
金
 

平
安
山
親
雲
上
重
明
。

?
‐

一
五
九
三
年
。
那
覇
愈
氏

(根

路
銘
家
)

一
世

(『家
譜

(四
)』
四
九
七
頁
)。

1-25-32

世
子
尚
元
の
、
進
貢
謝
恩
の
た
め
正
議
大
夫
蔡
廷
会
等
を
遣
わ
す
符
文

(
一
五
五
九
、
九
、
二
五
)

琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
元
、
進
貢
、
謝
恩
等
の
事
の
為
に
す
。

今
、
特

に
正
議
大
夫
蔡
廷
会

・
使
者
馬
良
詮
等
を
遣
わ
し
、
表
文

一
通
を

齎
捧
せ
し
む
。
本
国
の
小
船

一
隻
に
坐
駕
し
、
馬
二
匹

・
生
硫
黄
五
千
斤
、

及
び
護
送
の
通
事
梁
燦
等
の
船
内
に
馬
二
匹

・
生
硫
黄
五
千
斤
、
共
に
生
硫



黄

一
万
斤

・
馬
四
匹

・
鍍
金
銅
結
束
線
紮
?
紅
漆
鞘
腰
刀
六
把

・
鍍
金
銅
結

束
紅
漆
?
鞘
■
刀
六
把

・
束
香

一
百
斤

・
蘇
木

一
千
斤

・
象
牙
十

一
条
共
に

重
さ

一
百
七
十
斤
を
装
載
し
、
京
に
赴
き
進
貢
し
謝
恩
し
、
仍
お
礼
部

に
赴

き
告
稟
し
て
進
収
せ
し
む
る
外
、
茲
の
諭
遣
を
承
く
れ
ば
、
途

に
在
り
て
遅

滞
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
得
し
む
る
毋
れ
。
所
有
の
符
文
は
須
ら
く
出
給
に
至

る
べ
き
者
な
り
。

今
開
す
 

赴
京
の

正
議
大
夫

一
員
 
蔡
廷
会

使
者

一
員
 
馬
良
詮

都
通
事

一
員
 
梁
灼
 
人
伴
十
八
名

存
留
在
船
使
者

一
員
 
嘉
満
度

存
留
在
船
通
事

一
員
 
鄭
楽
 

人
伴
四
名

国
王
世
子
附
搭
の
蘇
木
二
千
斤

嘉
靖
三
十
八
年

(
一
五
五
九
)
九
月
二
十
五
日

右
の
符
文
は
正
議
大
夫
蔡
廷
会

・
都
通
事
梁
灼
等

に
付
し
、
此
れ
に

准
ぜ
し
む

進
貢
謝
恩
等
の

事
の
為
に
す

符
文

注

(1
)
蔡
廷
会
 

こ
の
時
福
建

に
着

い
て
、
冊
封
使
郭
汝
森

・
李
際
春
が
福
建

に
滞
留
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
倭
寇
の
猖
獗
を
極
め
る
折
柄
、
冊
封

使
に
危
険
の
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
、
遣
使
を
煩
わ
さ
ず
蔡
廷
会
自
身
が
さ

き
の
迎
接
使
梁
炫

ら
と
共
に
詔
勅
を
持
ち
帰
る
こ
と
を
申
し
出
た
。
福

建
巡
按
御
史
が
こ
れ
を
上
奏
し
、
皇
帝
は
礼
部
に
検
討
さ
せ
た
。
礼
部

は
五

つ
の
理
由
を
あ
げ

て
反
対
し
た
が
、
そ
の

一
つ
は
蔡
廷
会
が
尚
元

の
直
接

の
命
を
受
け
て
お
ら
ず
、
印
信
や
文
書
も
な
く
、
尚
元
の
意
志

と
は
確
認
し
が
た
い
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
受
封
の
前
に
謝

恩
す
る
の
は
旧
典
に
な
い
と
し
て
、
方
物
の
み
を
貢
さ
せ
、
謝
恩
の
表

文
は
受
封
の
後
に
上
進
さ
せ
る
よ
う
建
言
し
て
許
可
さ
れ
た

(『明
実
録
』

嘉
靖
三
十
九
年
三
月
甲
戌
の
条
)
。

な
お
、
嘉
靖
三
十
二
年
か
ら
数
年
は
嘉
靖
大
倭
寇
と
呼
ば
れ
、
倭
寇

の
特
に
激
し
か

っ
た
時
期
で
あ
る
。

こ
の
時
期

の
福
建
の
倭
寇

に
つ
い

て
は
鄭
？
生

『明
・
日
関
係
史
の
研
究
』

(雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
五
年
)

三
八
八
‐

四

一
八
頁
、
付
図
13
を
参
照
。
郭
汝
霖

『使
琉
球
録
』
に
も
、

三
十
八
年
に
は
数
万
の
倭
寇

の
た
め
に
三
月
余
に
わ
た

っ
て
福
州
城
門

を
閉
じ
た
こ
と
、
三
十
七
年

の
冬
冊
封
使
を
迎
接

に
来
た
梁
炫

ら
の
滞

在
し
た
柔
遠
駅
が
倭
寇
に
掠
奪
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(2
)
馬
良
詮
 
大
浦
添
親
方
良
憲
。
?
‐

一
五
六
六
年
。
首
里
馬
氏

(小
禄

家
)
元
祖
。
三
司
官
に
任
ず

(
『家
譜

(三
)
』
五

一
七
頁
)
。

(3
)
梁
燦
 

生
没
年
不
詳
。
久
米
村
呉
江
梁
氏

(亀
嶋
家
)
。
渡
明
七
回
。
官

は
正
議
大
夫
に
至
る

(『家
譜

(二
)』
七
五
九
頁
)
。

1-25-33
琉
球
国
中
山
王
尚
元
、
進
貢
、
謝
恩
等
の
事
の
為
に
す
。

国
王
尚
元
の
、
進
貢
謝
恩
の
た
め
王
舅
源
徳
等
を
遣
わ
す
符
文

(
一
五
六

一
、
九
、


